
四日市市告示 第２３５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき、公

金事務を指定公金事務取扱者に委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和８年４月１日 

                    四日市市長  森 智広  

 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所または事務所の所在地 

医療法人悟りの会 

四日市市泊山崎町１０番１号 

 

２ 委託した公金事務に係る歳入等または歳出 

病児保育サービス利用手数料の収納 

 

３ 指定公金事務取扱者の指定をした日 

令和８年２月１８日 

 

４ 公金事務の委託をした日 

令和８年４月１日 

 

５ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（こども未来部こども未来課） 


